
子どもの安全確保の取組み状況 
 

１ 事件発生前までの取組み    

区分 内容 担当部署 

１．学校の取組み 

 

 

   

・通学路安全対策として、Ｈ２４年から関

係機関と連携し、通学路合同点検を実施。 
Ｈ２６年「松戸市通学路交通安全プログ

ラム」の策定。 
・自治会町会、ＰＴＡ等の協力による学校

支援ボランティア（スクールガード）等

による登下校の見守り活動 
・各学校による校内、通学路等の日常の安

全点検 
・不審者情報等を保護者・近隣校・関係機

関へ情報提供 
・防犯担当を設置し、学校ごとに地域・保

護者・児童生徒の防犯情報を集約 
・小学校全新入生へ防犯ブザー、黄色い帽

子の配付 

保健体育課 

 

 

 

保健体育課・各学校 

（市民団体等） 

 

各学校 

 

各学校（学務課） 

 

各学校（学務課） 

 

保健体育課 

 ・防犯、防災、交通安全を踏まえた「安全

マップ」を作成し、通学路の危険箇所及

びこども１１０番の家等を児童生徒に周

知 
・学校安全に関する教職員研修 
・緊急対応など校内体制の整備 
・各学校による「危機管理マニュアル」の

作成 
・安全学習・安全指導など安全教育の実践

（「いかのおすし」・危険予知トレーニン

グ（ＫＹＴ）等） 
・Ｈ２７年に「危機管理マニュアル作成の

手引き」「危機管理マニュアル チェック

表」を全校に配付 
・各学校において警察による「安全教室」

の実施 

各学校（保健体育課） 

 

 

 

保健体育課 

各学校 

各学校 

 

各学校 

 

 

保健体育課 

 

 

各学校 

 ・スクールカウンセラー（ＳＣ）の配置に

よる児童生徒の心のケア（全中学校に週

１日配置） 
 

教育研究所 

資料３ 
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区分 内容 担当部署 

２．地域・市の取組

み 

・市内主要行事での防犯啓発活動を実施 市民安全課 

（市民団体等） 

 ・防犯パトロール旬間（年 4 回）の地域防

犯パトロールの実施（54 日間） 

市民安全課 

（市民団体等） 

 ・防犯指導員制度による地域防犯活動の推

進（防犯指導員数 1,099 名） 

市民安全課 

（市民団体等） 

 ・犯罪抑止活動として「犯罪ゼロの日」キ

ャンペーンを実施。啓発活動、防犯グッ

ズを配布（年 12 回、18 箇所） 

・青パトによるパトロールを実施 

市民安全課 

（市民団体等） 

 

市民安全課 

 ・地域の目で子どもの安全を守るための「子

ども１１０番の家」の設置（市内小学校

学区内に約 2,400 ヶ所に設置 ※登録制） 

市民安全課 

 ・携帯電話、パソコンなどに犯罪発生状況、

交通事故の発生状況、不審者情報、行方

不明者情報などを「松戸市安全・安心メ

ール」で発信（登録者 18,790 名 配信 331

件） 

市民安全課 

 ・市設置型防犯カメラ及び市民参加型防犯

ネットワークカメラの設置（市設置型 164

台 市民参加型 159 台 計 323 台） 

市民安全課 

 ・松戸市警防ネットワーク事業による市内

巡回パトロール。庁内防犯主任により市

内小学校周辺を中心に、児童の下校時の

見回りを実施。※青色回転灯装備車両（青

パト）で議会開催月を除く平日 14：00～

16：00 に実施 

市民安全課 

 ・市民生活安全対策パトロール事業（民間

委託）青色回転灯装備車両（青パト）に

よる地域巡回パトロールを行っている。 

※青パト車両４台により、平日の 14：30

～23：00 に実施 

市民安全課 
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区分 内容 担当部署 

２．地域・市の取組

み 

・防犯活動啓発事業及び活動支援事業 

防犯に関するパンフレットやチラシ・ポ

スターの配布、地域の防犯活動団体など

へ、「防犯ベスト」「反射腕章」「青色信号

灯」「のぼり旗」等を貸与 

・小学校新入生を対象に“子どもの安全対

策防犯マニュアル”を配布 

市民安全課 

 

 

 

 

市民安全課 

 ・「防犯に関する講話」など出前講座の実施 市民安全課 

 ・広報誌（年１回：３月号「防犯特集号」）

やホームページ、町会・自治会の回覧版

等を活用し、市内の犯罪情勢や防犯対策

などの情報提供 

市民安全課 

 ＜放課後児童クラブ＞ 

・原則保護者のお迎え 

・保護者の同意、法人の判断により一人帰

りを許可 

 

子育て支援課 

子育て支援課 

 ＜保育所（園）・幼稚園＞ 

・朝夕の送迎時間を除く玄関の施錠（１０

時から１５時） 

・降所時の保護者への確実な引渡し（事前

申請者にのみ引き渡す） 

・不審者対応の訓練 

 

幼児保育課 

 

幼児保育課 

 

幼児保育課 

 ＜児童館・こども館＞ 

・保護者の送迎、複数人での来館、帰宅 

・来園者名簿の記入、ホームページや館内

掲示、チラシの配付を使用し職員がひと

声をかけながら、注意喚起を行っている。 

・近隣の見守り 

 

子どもわかもの課 

子どもわかもの課 

 

 

子どもわかもの課 

 

 ＜ショートステイ＞ 

・児童の養育が困難（土曜、日曜、休日勤

務で就労等を含む）な場合、子どもが安

心して過ごすことができるようショート

ステイ事業を実施 

 

 

 

 

子ども家庭相談課 
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区分 内容 担当部署 

２．地域・市の取組

み 

・民生委員児童委員、町会自治会、老人ク

ラブ等の市民団体による登校時の見守り

やパトロールの実施、協力 

関係課 

（市民団体等） 

 ・市職員による業務時の公用車等によるパ

トロール、見回りを実施 

すぐやる課 

各関係課 

 ・防災行政無線による地域の見守りの注意

喚起 

危機管理課 

市民安全課 

保健体育課 
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２ 事件発生後の緊急的な取組み 

区分 内容 担当部署 

１．警戒態勢の強化 ・子どもの安全確保対策緊急特別会議によ

る対応策の協議 

・緊急特別警戒体制の発令（3 月 27 日） 

行政経営課 

 

行政経営課 

 ・市内１８交番管内の各防犯協会による警

戒の強化（主に地域、通学路等のパトロ

ール） 

市民安全課 

（市民団体等） 

 ・市職員（庁内防犯主任）による六実、常

盤平、五香地区の通学路を中心とした警

戒パトロールの実施 

市民安全課 

 ・六実二小及び学区内の公園等に“特別警

戒実施中”の「のぼり旗」を設置 

市民安全課 

 ・市内小学校の始業式（４月５日）及び・

小中学校の入学式（中：４月７日、小：

４月１１日）、の児童生徒の登校時間に合

わせた通学路警戒パトロールを実施 

市民安全課 

 ・少年補導員による六実二小周辺の緊急パ

トロールを実施 

子どもわかもの課 

（市民団体等） 

 ・少年補導員による放課後児童クラブや小学

校・中学校の周辺の緊急パトロールを実施 

子どもわかもの課 

（市民団体等） 

 ・六実二小児童の休業期間における地域行

事等への参加自粛 
・教育委員会職員による六実地区パトロー

ルの実施 
・登下校時の児童生徒の安全対策の強化（自

治会・ＰＴＡ等スクールガードによる登

下校の見守り活動の強化や保護者へ登校

時の引率のお願い） 

六実第二小学校 

 

教育委員会 

 

各学校 

（市民団体等） 

 ・市職員による業務時の公用車等によるパ

トロール、見回りを実施 

すぐやる課 

関係課 

 ・市民団体、企業等によるパトロールの実

施 

各団体所管課 

（市民団体等） 

２．注意喚起・協力

依頼 

・市民団体等へ注意喚起・協力依頼 （団

体数：1,410 団体） 

各関係課 

（市民団体等） 

 ・壁新聞「まつどニュース号外」を配信（3

回） 

広報広聴課 

 ・まつどニュース号外の掲示、配布 各団体所管課 

（市民団体等） 
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区分 内容 担当部署 

２．注意喚起・協力

依頼 

・松戸駅街頭等へのデジタルサイネージに

よる啓発掲示の実施 

市民安全課 

（協力：文化振興財団） 

 

 ・庁内放送にて来庁者へ“緊急特別警戒体

制”への理解と協力の呼びかけを実施 

市民安全課 

 ・「松戸市安全・安心メール」にて当該女児

の行方不明、遺体発見に伴う捜査本部設

置、被疑者逮捕等の情報をタイムリーに

配信したほか、“いかのおすし”など防犯

対策の啓発を発信 

市民安全課 

 ・公用車利用時の“防犯パトロール実施中”

のステッカー掲示（20 台） 

財産活用課 

市民安全課 

３．子ども達へのケ

ア 

・継続ケースのうち児童放置等を抽出し、

現状を把握 

・六実二小へスクールカウンセラー（ＳＣ）

を派遣 

・保護者説明会の開催 

子ども家庭相談課 

 

教育研究所 

 

六実第二小学校 

４．被害者ご家族へ

の支援 

・犯罪被害者支援プロジェクトチームを設

置。支援内容の検討。 

 

 

 

・被害者家族への支援（相談体制・スポー

ツ振興センター給付金の申請） 

六実支所・行政経営課・

市民安全課・文化観光国

際課（国際交流協会）・

地域福祉課、保健体育課 

 

教育研究所 

保健体育課 

 ・被害者家族へ「松戸市災害弔慰金」制度

の案内を警察担当に依頼 

市民安全課 

５．安全対策 ・３月２４日から教育委員会職員を緊急体

制のため六実二小へ派遣 
・実施踏査による「安全マップ」の見直し 
・集中登校、集団下校（教員の引率）の実

施 
・六実二小へスーパーバイザー（ＳＶ）を

派遣（保護者やマスコミへの対応につい

て助言） 
・ＧＰＳ付携帯等の児童の所持承認 

教育委員会 

 

各学校 

各学校 

 

教育研究所 

 

 

六実第二小学校 
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区分 内容 担当部署 

６．施設対応 ＜放課後児童クラブ＞ 

・保護者のお迎えの徹底 

 

子育て支援課 

 ＜放課後ＫＩＤＳルーム＞ 

・保護者のお迎えの徹底 

 

子育て支援課 

 ＜保育所（園）・幼稚園＞ 

・市内保育施設（公立保育所・民間保育園・

幼稚園）に向けた注意喚起メールの送信 

・保育所（園）に向けた園外活動の自粛要

請（被疑者逮捕まで） 

・公立保育所玄関キーロックの設置 

・六実地区保育施設への状況の聞き取り 

・防犯パトロールへの参加 

 

幼児保育課 

 

幼児保育課 

 

幼児保育課 

幼児保育課 

幼児保育課 
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３ 今後の取組み 

松戸市では今後の取組みとして、子どもが登下校時において出来るだけ独りにならない

ようにするため次の取組みを行い、子どもの安全確保に努めてまいります。 

（１）地域の見守り活動を強化 

（２）ハード面での防犯対策 

（３）安全な通学路の確保、防犯情報等の強化 

 

（１）地域の見守り活動の強化 

区分 内容 担当部署 

１．子どもの見守り

活動 

・引き続き町会・自治会、民生児童委員な

ど市民団体等や各防犯協会などへ見守り

活動の強化を依頼 

 

市民安全課 

各団体所管課 

各学校 

 ・防犯指導員、地域の見守り活動を行って

いる方々やＰＴＡ、保護者会等を対象と

して「子どもの見守り活動」についての

セミナー（研修会等）を検討中 

市民安全課 

 ・新たな市民ぐるみの見守り活動として、

事業者の協力を得て、事業者が所有して

いる車両に“防犯パトロール実施中”の

ステッカーを添付しパトロールを実施 

市民安全課 

（松戸市通所介護事業

所連絡協議会（８０事業

所）、松戸市訪問介護事

業所連絡会（５５事業

所）、地域包括支援セン

ター（１５地域）） 

 ・地域等の子どもの安全を見守っている

方々への相談の機会や支援策の検討 

関係課 

２．パトロールの実

施 

・市職員（防犯主任 18 名）による市内の通

学路のパトロールを定期的に実施 

市民安全課 

 ・市職員による業務時の公用車等によるパ

トロール、見回りを実施 

すぐやる課 

関係課 

 ・「防犯パトロール実施中」マグネットシー

トを公用車（64 台）に貼付し、パトロー

ルを業務時に実施 

財産活用課 

パトロールは各課 

 ・少年補導員による放課後児童クラブや小

学校・中学校の周辺のパトロールの強化 

子どもわかもの課 

（市民団体等） 
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（２）ハード面での防犯対策 

区分 内容 担当部署 

１．ドライブレコー

ダーの設置 

・公用車（231 台）に設置を検討 財産活用課 

 ・地域や防犯協会が所有する青パトに設置

（18 台） 

・民間事業者への協力依頼 

市民安全課 

（市民団体等） 

市民安全課、関係課 

２．防犯カメラの増

設 

・市内各小学校の通学路の点検結果や地域

の方々の意見等を参考に、必要性や危険

度などを考慮して優先的に 28 台設置。設

置完了予定 10 月 

（内訳）六実小・六実三小・高木二小通学

路に各 2 台計 6 台、その他小学校通学路

12 台、交換分（老朽化）・繁華街等 10 台 

市民安全課 

 ・六実二小の通学路に市設置の防犯カメラ

を３ケ所（３台）設置。設置完了予定５

月末 

・その他必要な場所への設置 

市民安全課 

 

 

市民安全課 

３．防犯ボックスの

設置 

秋山駅ロータリーに防犯ボックスを設置 市民安全課 

 

（３）安全な通学路の確保、防犯情報等の強化 

区分 内容 担当部署 

１．通学路の見直し ・通学路安全対策の質的向上（防犯、防災、

交通安全面）を図り、防犯に関する有識

者（警察等）を交えた通学路合同点検の

実施の検討 
・必要に応じて防犯カメラを設置 

各学校 

 

 

 

市民安全課 

２．防犯担当の体制

強化 

学校ごとに地域の防犯情報を集約する防犯

担当の体制強化 

学務課 

各学校 

３．情報網の整備 不審者情報など関係機関等との迅速な共有

など情報網の整備 

各学校・学務課・ 

関係課・関係機関 

４．安全教育 ・各学校による実効性のある防犯･防災訓練

の実施 
・警察・警備会社など専門家による「安全

教室」の実施の充実 
・教職員の研修（安全主任会で実施） 
・児童生徒への危険予知トレーニング（Ｋ

ＹＴ）授業など安全指導の充実 

各学校 

 

各学校 

 

各学校 

各学校 
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（４）その他 

区分 内容 担当部署 

１．スクールカウン

セラー、スクール

ソーシャルワーカ

ー（ＳＳＷ）等の

配置 

・学校にスクールカウンセラーを増員 

・学校にＳＳＷを配置（検討中） 
 

教育研究所 

教育研究所 

２．被害者支援 犯罪被害者支援プロジェクトチームによる

被害者家族の相談、心のケア 

六実支所・行政経営課・

市民安全課・文化観光国

際課（国際交流協会）・

子育て支援課、子ども家

庭相談課、地域福祉課、

保健体育課 

３．外国人家庭に対

する支援 

日本語指導協力者（タガログ語、中国語の

ネイティブ）による支援（児童･生徒への日

本語指導、保護者と学校間の通訳等） 

指導課 

４．施設対応 ＜放課後児童クラブ＞ 

・原則保護者のお迎え 

・保護者の同意、法人の判断により一人帰

りを許可 

・可能な限り複数での下校 

 

子育て支援課 

子育て支援課 

 

子育て支援課 

 ＜放課後ＫＩＤＳルーム＞ 

・保護者の同意のうえ、自由に下校 

・可能な限り複数での下校 

 

子育て支援課 

子育て支援課 

 ＜保育所（園）・幼稚園＞ 

・公立保育所に向けた園外活動の自粛措置

解除 

・公立保育所玄関キーロックの設置（全箇

所設置） 

・子どもの戸外での活動についての保護者

向け注意喚起 

・玄関施錠の厳守 

・不審者対応の訓練 

 

幼児保育課 

 

幼児保育課 

 

幼児保育課 

 

幼児保育課 

幼児保育課 

５．その他 ・緊急時における緊急連絡、危機対応、情

報共有用携帯電話の配備の検討 
（六実二小設置手配済） 

・スクールガードへ安全パトロール用ベス

トを支給 
 

教育財務課 

 

 

保健体育課 
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区分 内容 担当部署 

５．その他 ・教育活動の正常化に向けた関係機関との

協力体制の構築 

教育委員会 
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